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日程第１ 議案第59号  湖西市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改 
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午前10時00分 開議 

○議長（加藤弘己） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。なお、

撮影を許可した者には許可証を交付しておりますの

で御報告いたします。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） ここで、市長から報告がござ

います。市長。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） 改めまして、おはようござい

ます。本会議の議案等質疑の前に、一言御報告をさ

せていただく時間を頂きます。ありがとうございま

す。 

 昨日の一部の新聞報道におきまして、次の湖西市

長選挙に関する報道が出たということは承知をして

おります。また、その前の先週ですか、一般質問の

ときに土屋議員からも御質問をいただいておりまし

た。その際には、まだ明確なお答えもできずに大変

恐縮ですけれども、また改めて近いうちには正式な

表明をさせていただく予定です。今は、この新型コ

ロナウイルス、何よりもこの早期の収束に向けて、

一丸となって頑張っていかなければならない状況で

もありますし、湖西市の持続可能な発展に向けて職

住近接を進めていくというのが目下の最重要課題と

認識をしておりますので、ぜひ議会の皆様にも御理

解をいただきまして、こういった湖西市の将来に向

けて、本日もそうですけれども、様々、建設な議論

を重ねていただければというふうに思っております。

どうか御理解のほどをよろしくお願いいたします。

以上です。 

○議長（加藤弘己） これより本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでござ

います。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第１ 議案第59号 湖西

市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第59号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第59号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第２ 議案第60号 湖西

市老人福祉センター条例の一部を改正する条例制定

についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに、10番 佐原佳美

さんの発言を許します。10番 佐原佳美さん。 

  〔10番 佐原佳美登壇〕 

○10番（佐原佳美） 10番 佐原佳美でございます。

議案第60号 湖西市老人福祉センター条例の一部を

改正する条例制定について、お伺いいたします。 

 老人福祉センターの管理・運営を指定管理者に行

わせるように改正する理由をお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 答弁お願いします。健康福祉

部長。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 老人福祉センターの指定管理者の導入につきまし

ては、高齢者福祉の拠点として老人福祉センターの
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機能の充実を図るとともに、平成25年11月に策定し

た湖西市民間委託等の推進に関する指針に基づき、

行政事務の効率化を図るために実施するものです。

また、多様化する市民ニーズに、より効果的・効率

的に対応するため、施設の管理・運営に民間のノウ

ハウを活用し、公益性を確保し、市民サービスの向

上や経費の節減、継続的運用等を図るために実施す

るものでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 市の直営よりも、指定管理者

を置いて、市民ニーズ、多様化している市民ニーズ

に応えたり、地域貢献して、経営状態も充実・発展

させるという起因にしたいというところは理解でき

ますが、ちょっと気になるところは、充実・発展は

望むところですが、浸水域、日ヶ崎の津波避難タワ

ーが目の前にあるというところで老人センターとい

うところが気にはなっております。そこら辺はいか

がでしょうか。指定管理にすることと場所とは違い

ましたかね。では、後からまた質問する方もいらっ

しゃって、その辺のこの施設に関してのことは問い

がありますので、私はちょっとその辺が気にはなっ

ておりますが、もちろん、多様な市民ニーズに応え

るということは大賛成でございます。ありがとうご

ざいました。以上です。 

○議長（加藤弘己） 以上で、10番 佐原佳美さん

の質疑を終わります。 

 続いて５番 福永桂子さんの発言を許します。５

番 福永桂子さん。 

  〔５番 福永桂子登壇〕 

○５番（福永桂子） ５番 福永桂子です。議案第

60号 湖西市老人福祉センター条例の一部を改正す

る条例制定について、お伺いいたします。 

 老人福祉センターを特色ある指定管理者とするた

めに、地域振興の観点や社会的価値の実現などはど

のように対応していく御予定でしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 老人福祉センターの指定管理者の導入につきまし

ては、まずは湖西市公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例における４つの選定基準に基

づいた選定を進めていきます。その後、市と指定管

理者と結ぶ協定書や仕様書等において、地域との共

生による視点や地域福祉の視点、及び地域美化活動

やボランティア活動等の地域貢献など、社会に求め

られる存在としての社会的価値の実現に向け、当施

設の設置目的に合致した、特色ある事業で効果を高

める附帯的事業が行えるように検討していきます。

以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん、よろしいです

か。 

○５番（福永桂子） 分かりました。ということは、

この老人福祉センターが公共施設であることを踏ま

えて、やはり地域活動への貢献を求めていくという、

そういう意思は行政のほうにあるという理解でよろ

しいですね。 

 それともう一つ、指定手続に係る４つの条例があ

って、協定書や仕様書の中でそういうことをはっき

りとうたっていくということをおっしゃったのか、

それともそういう意味的なものが書いてあるという

意味でしょうか。ちょっとその辺、よく分からなか

ったのでお願いします。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 指定管理者の導入につきましては、今回の条例が

通していただいた後、指定管理者の選定の作業に入

っていきます。その作業の中で、先ほど申しました

指定管理者選定の４つの基準等がございますので、

まずそれに合っていること。それ以外に、先ほど申

し上げたですけど、協定書と仕様書がありますので、

その中である程度こちらのほうで老人福祉センター

に合致した業者を選定していく作業を進めてまいり

ますので、すみません、この時点でなかなか細かい

ことは申し上げれませんが、よろしくお願いしたい

と思います。以上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） ありがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で、５番 福永桂子さん

の質疑を終わります。 

 続いて17番 神谷里枝さんの発言を許します。17
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番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。同じく議案

第60号について質疑をさせていただきます。 

 ２点ほど通告させていただいておりますが、１点

目につきましては先ほどの答弁で了解いたしました

ので、２番目のみ質疑を行わさせていただきます。 

 公共施設再配置計画において、第３期、2026年か

ら2030年までですけども、に転用・複合の検討、大

規模改修となっておりますが、指定管理にすること

によって再配置計画への影響はないのか、お伺いい

たします。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 老人福祉センターは、今後ますます介護予防とし

ての施設の需要の増加は予測されることから、機能

の一層の充実や利用者の安全性の確保は重要である

と考えております。また、周辺施設との複合化につ

きましては、様々な検討の必要があると考えており

ますが、今回の条例改正につきましては、再配置計

画への影響はないと考えております。以上でござい

ます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 今の答弁では、再配置計画の

影響はないということですけども、おおむね今まで

もいろいろなところで指定管理で契約しますと、お

おむね５年ぐらいの契約期間があるんですけども、

そこら辺を考えても再配置計画への影響はないとい

うことなんでしょうか。今までもそうですけども、

一旦委託契約を結びますと、なかなかそこで切り替

えるということがあまりなかったような気がしない

でもないんですけども、私はその辺をちょっと考慮

して、今のこの時期に指定管理にするのはいかがか

なと思ってお聞きしているんですけども、いかがで

しょうか。民間の活力を導入すると先ほども言って

ましたのでね。どうなっていくか分かりませんけど

も、例えば民間さんが委託契約を結んだ場合、こう

やって第３期に再配置計画の考え方がある中で、民

間さんとの調整とか、またいろいろな兼ね合いが出

てくると思うんですけども、そういった心配はない

という当局のお考えなんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） 複合化に対する再配

置計画でございますけれども、あそこの対象施設と

しては新居地域センター、新居図書館、子育て支援

センターが対象になるんではないかと思っておりま

す。 

 今後の予定になりますけど、指定管理した場合は

やはり５年の契約期間、委託期間という形になると

思いますので、再配置計画につきましてはその５年

間のうちである程度検討のほうはされていくのでは

ないかと思いますが、すみません、この時点ではう

ちの課だけの話でないもんですから、今後計画に沿

ってそちらのほう検討を進めてまいりたいと思って

おります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 今、うちの課だけの問題では

ないということですけども、議案上程している以上

は庁内調整もやったと思うんですけども、担当課、

担当部長さん、いかがなんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

○企画部長（鈴木 徹） 今後の再配置計画につき

ましては、あくまで予定という中で組んでおります

が、その指定管理者自体がまずは最初５年とか期間

決めていきますけども、それも今後の様子を見る中

で、実際にそれが３年になっても別にそれは問題な

いと思います。４年になったりということもあり得

ると思います。 

 指定管理の方が、ここの建物を例えば老人福祉セ

ンターを指定管理していくんだよという話になった

ときには、当然、将来的な複合化とか計画とか再配

置計画、そういったことも考慮しながら話合いを進

めていくもんですから、指定管理の契約を結ぶ段階

では相手の方も将来的なことも当然考えながら、納

得した中で契約を結んでいくという形になるもんで

すから、その辺は支障はないものと、情報はしっか

り公開していくもんですから、その辺は問題ないも

のと考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 
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○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 

 12月議会に議案が上程されてきて、そこで正式に

指定管理にするか否かということが決定されていく

わけですけども、その時点でそれから契約等結んで

いくまでに、では再配置計画の中におけるこの老人

福祉センターの複合化とか何かも方向性を示した中

で委託契約を結んでいく。そういうふうに思ってい

ていいですか。そうすると、結構早いめに今後の老

人福祉センターの在り方についてはどういう方向性

でいくのかということを決めておかないと、今回の

議会は指定管理に持っていくための一部条例改正で

すけども、これで12月にまた出てくるということが

うたわれております。その間に契約に持っていくま

での間に、今後の周辺一帯の施設との複合化等をど

ういう方向に持っていくかということは、当局のほ

うである程度線を出して、それで指定管理制度を導

入していく方向性だ、そういうふうに解釈していて

よろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

○企画部長（鈴木 徹） 今出している情報以外、

それ以上に詰めていくというのはなかなかまだ難し

いとは思います。ですので、まずは当然今出ている

情報の中で御了解いただける、手を挙げていただけ

る、それが公共的な団体になるのか、純粋な民間の

団体になるのか、その辺はまだ決まっておりません

が、そういった中で今の情報の中でまずは了解して

いただくと。ですので、将来的には複合化、今言っ

たこういった可能性がありますよと。もしかしたら、

究極の話ですけども、その施設自体が将来の計画の

中では当然廃止されるという可能性も、それはそれ

ぞれの施設が持ってるもんですから、契約されるま

でに将来的なかなり細かい方向性まで出すというの

は、現時点では難しいと思います。今の状況の中で

手を挙げていただける、少なくとも５年間、５年以

内にあそこをすぐに再配置という状況にはまだなら

ないと思うもんですから、少なくともこの５年間は

やっていただける指定管理の方、そういった中で手

を挙げていただける方という形でお話を進めていく

ようになると思います。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。2026年から先

のことを考えずに、今の取りあえず直近の５年間の

ことで指定管理に持っていきたいという、そこまで

は確認できましたので、これで質問終わります。あ

りがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で、17番 神谷里枝さん

の質疑を終わります。 

 続いて９番 楠 浩幸君の発言を許します。９番 

楠 浩幸君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。

私のほうからも議案第60号、同僚議員、先輩議員が

深く質問いただいたもんですから、私のほうからは

通告をしてございます指定管理者に任せることの目

的、ここは十分理解をすることができました。 

 メリットは何かということも伺っておるので、目

的の中に行政事務の効率化というふうに答弁がござ

いましたので、そのあたりを少し伺いたいと思いま

す。行政職員側の人工がどれくらい減ってくのかと、

あと、経費についてはどれくらいの効果が望めるの

か。まずそちらをお伺いしたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。

すみません、答弁ちょっと復唱してしまいますけど、

申し訳ありません。 

 老人福祉センターの指定管理者の導入につきまし

ては、多様化するニーズにより効果的・効果的に対

応するため、施設の管理・運営に民間のノウハウを

活用し、サービスの向上や経費の節減等を図ること

を目的としております。そして、指定管理を導入す

る効果としましては、質の高い市民サービスや介護

予防に資する活動の提供ができ、利用者本位に即し

た管理運営や、民間の持つネットワークを活用し、

広報活動ができるメリットがあります。 

 サービスの質を担保する仕組みとしましては、基

本、協定書において、市は管理運営の業務内容の確

認を行い、または指示することができるものと定め

ています。また、管理業務を円滑に実施するため、

情報交換や業務の調整を図る会議の開催を予定して
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います。そして、利用者意見を把握するため、アン

ケートや意見箱を設置し、御意見や御要望等の受付

体制を整える予定でございます。 

 それと、質問の中で人員配置の関係がありました

が、現在、老人福祉センターにつきましては、介護

予防員、これ臨時職員ですが１名と、再任用職員１

名で運営しております。指定管理におきましては、

一応１名の職員を予定しておりますので、それによ

って今いる再任用職員、こちらの配置のほうが外れ

る予定ではおります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 今職員さんが２名いて、１名

でコントロールされて、あとは指定管理者の中で人

工のほうを用意されるというようなことだと思いま

すけれども、具体的に今予算をこれから積み上げて

いくと思うんですけれども、どれぐらいの削減の効

果があるのか。人件費だけなのか、それともそれに

付随して経費の削減が見込めるのか。そのあたりは

どうでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 先ほどの答弁の中で、再任用分が減るではないか

ということを答弁し、当然その分の人件費の削減さ

れていくかと思いますが、それとともに、一応老人

福祉センターで介護予防事業というのも考えており

ますので、そちらの事業費等々を委託のほうでまた

お願いするようになりますので、最終的にはちょっ

と今の時点で幾らぐらい経費が削減できるという数

字は申し上げられないんですが、現状よりは経費削

減になるように進めていきたいと思っております。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 人員を削減しながらの事業の

運営ということなんですけども、もう一点お伺いを

しようと思ってたのが、そういった福祉サービスの

クオリティーの部分ですね、人員が削減されながら。

先ほど佐原議員もちょっと気にをされていた、津波

浸水域での事業の運営ということになると、やはり

人の命を預かるような事業ですので、そこら辺の運

営については、情報交換というふうな答弁もござい

ましたけども、もう少し踏み込んだ形でクオリティ

ーの確保、担保についてはどのようにお考えでしょ

うか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えします。 

 その辺の確保につきましては、今後また指定管理

者の選定が行われますので、その中で先ほど申した

協定書とかその辺の中で、こちらのほうである程度

お示しをした中で、それにそぐった指定管理者にな

るように作業のほう進めてまいりたいと考えており

ます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 協定書についてはまた改めて

ということでございますので、そのあたりをしっか

りと踏まえていただいて、協定のほう進めていただ

きたいと思います。以上で終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で、９番 楠 浩幸君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第60号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第60号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第３ 議案第61号 令和
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２年度湖西市旧環境センター解体工事の契約締結に

ついてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに、17番 神谷里枝

さんの発言を許します。17番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。議案第61号 

令和２年度湖西市旧環境センター解体工事の契約締

結について、質疑をさせていただきます。 

 通告いたしましたように、このような施設は有害

物質の飛散防止など配慮が特に必要となると思いま

すけども、追加工事などの心配はないか、お伺いし

ます。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

  〔環境部長 川上惠資登壇〕 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 有害物質の飛散防止や洗浄・除去作業につきまし

ては、工事仕様の中で環境省の指針等により実施す

ることとしておりますが、地下水が大量に湧出した

場合や、過去の図面や記録に記載のないアスベスト

等の有害物質があることが判明するなど、想定外の

事態が発生した場合については、変更契約を行う可

能性がございます。 

 ほかには、盛土工、新設搬入路工、整地工につき

ましては、落札業者が測量・設計を行った上で施工

することとなっていることから、測量・設計の結果、

積算の数量よりも土量などが大きく異なった場合は、

変更協議に応じることとしております。 

 ただし、想定外の事態が起こらない限りは、契約

額が大きく変更となることはないと考えております。

以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 以前、青少年ホーム解体のと

きに、過去の図面がなかったことから、最終的に工

期の延長や工事費が大分追加となってきたものです

から今回通告させていただきましたけども、旧環境

センターについては、ただいまの答弁の中でも過去

の図面等ということをちょっと触れたと思いますの

で、そういったものはしっかり今回はそろっている、

その上で積算して入札を行って、当初の金額とは大

分違うのかなとは思うんですけども、それで行ける

であろう、変更は、やむを得ない変更が発生すれば、

それは変更契約をせざるを得ないんですけども、現

時点ではしっかりと積算もした上で、こういった価

格になったということでよろしいですか。現時点で

分かる落ち度はないということでよろしいでしょう

か。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 今ある図面や図書は全て調べてございます。それ

から、平成28年、それから平成30年度にそういった

有害物質の調査もしてございますので、そのときに

見つからなかったもの、どうしても図書等がなかっ

たものが出てきた場合には、想定外ということでな

りますが、今のところは調べられるものについては

調べてということで積算してございます。以上でご

ざいます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。ありがとうご

ざいます。終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で、17番 神谷里枝さん

の質疑を終わります。 

 続いて９番 楠 浩幸君の発言を許します。９番 

楠 浩幸君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。

私のほうからも議案第61号で通告をしておりますの

で伺いたいと思います。 

 先ほど神谷議員、先輩議員の質問の中でおおむね

理解をするわけなんですけれども、私のちょっと視

点が、予定価格が４億5,233万円であったんですね。

これは今答弁がありましたように、事前の土壌調査

ですとか有害物質の調査もろもろ折り込んだ予定価

格が４億5,233万円。実際に落札されたのが２億

4,650万円というふうに、半額まではいかないです

けれども、かなりの低価格入札となっております。

工事の品質低下ですとか、あと下請業者へのしわ寄

せですとか、そういったようなことがないか、非常

に心配をするわけなんですけれども、この工事金額

の妥当性はどのように担保されているのか、そのあ
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たりを伺いたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

  〔環境部長 川上惠資登壇〕 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 今回、低価格入札となったため、落札業者へヒア

リングを行っております。ヒアリングにおいては、

次の２点が今回の入札価格となった大きな要因であ

ろうとうかがえました。１点目として、落札業者は

企業全体として多くの廃棄物処理施設の解体実績を

持っており、他工事の竣工のタイミングから人員的

な余裕があったことから、非常に高い受注意欲を持

っていたこと。２点目として、下請業者が特殊な機

材を自社保有していることが挙げられます。 

 工事品質につきましては、経験豊富なコンサルタ

ントに施工監理を委託しておりますので、受注業者

に対し適切な指導・監督を行うことで確保が可能と

考えております。 

 下請業者へのしわ寄せにつきましては、落札業者

から提出された資料に、下請業者からの見積書など

も添付されており、併せてヒアリングも通じて人件

費等を含め下請に過度な負担を強いるものではない

ことを確認してございます。 

 以上のことから、工事金額につきましては、本工

事における当該落札業者において、品質など妥当性

が確保されていると考えております。以上でござい

ます。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 私も製造業に長らく従事をさ

せていただきまして、原価の計算なんかは細かく指

導されたところなんですけれども、いずれにしまし

ても半額近くの落札なんですけども、タイミングが

よかったというところは正直理解をするところでご

ざいます。 

 ただ、それでは予定価格が４億5,000万円余にな

ったというのは、人件費も含めてでしょうけれども、

これ、どういったような積算をされたのか、それだ

けちょっと確認をさせてください。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 廃棄物処理施設の解体工事の積算におきましては、

統一的な積算の歩掛がなく、施設の特殊性から、複

数社による見積りを根拠とせざるを得ません。 

 本工事の積算に当たっても、昨年度に本工事の入

札に用いた仕様書と同等のものを業者に示した上で、

７社からの見積りを徴収し、異常値を排除した平均

値を採用してございます。この積算の方法について

は、他の自治体でも廃棄物処理施設の解体において

は多く用いられている一般的な方法でありますこと

から、これ自体については問題がないと考えており

ます。 

 先ほど申しましたとおり、見積りによる金額にな

りますので、業者によって得意分野、不得意分野が

ございまして、そこのところで大きく減額となると

ころがあったというふうに考えております。以上で

ございます。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 事前に複数見積り７社の中に、

今回落札をした業者さんというのは含まれていたの

か、含まれていなかったのか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） 今回落札した業者におき

ましては、見積り業者には入っておりませんが、資

料のほうで２番目の落札金額を出した業者につきま

しては、今回の見積りを取った業者でございまして、

そちらのほうもこの落札した業者ほどではないです

が、大分低い金額で入札してございますので、やは

りそういったやる気があるかというか、そういう形

で取りにきているということであれば、先ほど申し

ましたように見積りの聴取したときよりも大分低い

金額で出しているところもございますので、そうい

ったことで今回の入札になったというふうに考えて

おります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 所管の部署でございますので、

しっかりと今後の経緯を見守りたいと思います。以

上で質問終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で、９番 楠 浩幸君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はございませんか。 
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  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第61号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第61号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第４ 議案第62号 令和

２年度高師山地区津波避難タワー整備工事の契約締

結についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第62号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第62号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第５ 議案第63号 損害

賠償額の決定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに、６番 菅沼 淳

君の発言を許します。６番 菅沼 淳君。 

  〔６番 菅沼 淳登壇〕 

○６番（菅沼 淳） ６番 菅沼 淳です。議案第

63号 損害賠償額の決定について、質問をさせてい

ただきます。 

 議案書は13ページ、参考資料は２ページになりま

す。２点、質問をさせていただきます。よろしくお

願いします。 

 それでは最初の質問です。和解の内容において、

本市の主張が認められているとありますが、どのよ

うな主張をされたのか、お伺いをいたします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

  〔環境部長 川上惠資登壇〕 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 本市は、原告が請負人として既に支出した費用の

うち、雇用した労働者に要した費用で他に転用する

ことができずに損失として残ったものの金額と、解

除されずに本工事が完成したとすれば原告が得たで

あろう利益の金額の合計を損害賠償額として主張し

ておりました。 

 裁判所からの和解勧告の損害賠償額の算定方法も、

本市の算定方法と同じであったことから、主張が認

められていると判断いたしました。 

 ただし、和解勧告には原告が原告下請人に支払う

損害賠償額が計上されていたことや、計算方法は同

じでありましたが、それぞれの項目で裁判所の和解

勧告の金額が少しずつ多かったこと等により、約

100万円の差額が生じてございます。以上でござい

ます。 

○議長（加藤弘己） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） 分かりました。ありがとうご

ざいました。 

 では次の質問行きます。 
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 損害賠償額が決定したことをどのように受け止め

ておられるのか、お伺いをいたします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 設計書の作成については、工事担当者が積算した

設計書を別の職員が再チェックし、その後、契約検

査室で設計審査を行っていましたが、違算による契

約解除が発生してからは、再発防止策といたしまし

て、静岡県の外部機関であるふじのくにづくり支援

センターに設計書の審査を依頼し、三重のチェック

を行っております。また、契約担当課では技術職員

を対象とした積算の講習会や勉強会も行っておりま

す。 

 今回、損害賠償額が決定することに伴い、事件の

重大性をより厳粛に受け止め、今後はこのようなこ

とがないよう業務に努めてまいります。以上でござ

います。 

○議長（加藤弘己） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） ありがとうございます。 

 くどいようですけども、一言だけ発言をさせてい

ただきます。 

 いずれにしても、このような事態において支出を

される税金は、民間の経済活動とは異なり、取り返

しのつかない、つくものではありません。市民の信

頼を損ねる行為と言えます。職員の皆さんは十分お

分かりだと思いますが、さらに厳しい対策、緊張感

をもって、このような事態を繰り返すことのないよ

うお願いをしまして、質問を終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で、６番 菅沼 淳君の

質疑を終わります。 

 続いて18番 二橋益良君の発言を許します。二橋

益良君。 

  〔18番 二橋益良登壇〕 

○18番（二橋益良） 18番 二橋益良。議案第63号

について、質疑をさせていただきます。 

 ただいま同僚議員からの質疑もございましたけど

も、まず初め、市として賠償額の額の算定をどのよ

うに見積もったかということですけども、先ほど来、

聞いてると、裁判所の決定とほぼ同額だということ

でございますが、どのように見積りましたか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

  〔環境部長 川上惠資登壇〕 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 原告が請負人として既に支出した費用のうち、雇

用した労働者に要した費用で他に転用することがで

きずに損失として残ったものの金額として34万

1,796円、解除されずに本工事が完成したとすれば

原告が得たであろう利益の金額として159万7,039円

の合計額193万8,835円を損害賠償額として積算して

おりました。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 和解のために裁判所が決定さ

れた額というのは、ほぼ同額だとおっしゃいました

けども、この積算の中には当然いろいろな経費がそ

こに含まれてると。特に入札に至るまでの経費も当

然その中に入ってるからだと。あるいは弁護士費用

については別途になるかと思いますけども、そこに

足を運んだり、やはり人件費がそこにかさんでると。

こういうこともろもろ積算にあって初めてこちらの

ほうが獲得する額だと、そんなふうに思っておりま

すけども、ほぼ同額というのは、ちょっと私として

は考えられんかなと思うんですけども、そのほぼ同

額というのはどういう意味でほぼ同額ですか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 先ほどの菅沼議員でお答えさせていただいた金額、

ほぼ100万円ほど違うということで、すみません、

言わさせていただきましたので、同額ではなくて、

積算方法としては同じでしたが、請負人が下請に対

しての損害賠償額が積算されてなかったことだとか、

それぞれの金額のところで少しずつうちよりも裁判

所のほうの積算のほうが高かったということで、ほ

ぼ100万円の差が出てるということでございます。

以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） そういうことであれば、当然、

和解調停というのは、当然、双方が納得して理解し

た中で最終的な決定をするということになってます

ので、多少の違いはそれは仕方ないかなと思います。 

 しかし、この２番でまたもう一つ質問させていた
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だきたいというとこは、先ほど１番の質問はよろし

いかと思いますけど、２番のほうの質問で、本市の

主張が認められたというのは、どのような観点から

判断をしたのか、そこら辺もお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 先ほどの菅沼議員の答弁とちょっと重複いたしま

すが、裁判所からの和解勧告の損害賠償額の算定方

法が、本市の算定方法とほぼ同じであったことから、

主張が認められているというふうに判断をいたしま

した。 

 ただし、先ほども申しましたとおり、和解勧告に

原告が原告下請人に支払う損害賠償額が計上されて

いたことや、計算方法が同じではありましたが、そ

れぞれの項目で裁判所の和解勧告の金額が少しずつ

高かったことにより、約100万円ほどの差額が生じ

ているということでございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 大体の経緯は分かりました。 

 それで、これちょっと、私も以前聞いたかと思い

ますけど、もう一度確認をさせていただきたいと思

います。 

 この入札差額が発見されたのはいつなのか。そし

てこの入札をする時点がいつなのか。これ時期的な

ことがちょっと必要かなと思いますので、よろしく

お願いします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 入札が平成29年11月15日でございます。同11月22

日に契約のほう締結してございます。違算が確認で

きたのが同年12月19日で、契約の解除につきまして

は、翌平成30年１月19日でございます。以上でござ

います。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 大体の経緯は分かりました。 

 本来、順番に行きますと、積算をした時点での整

合性がちゃんとできてたかどうかというのと、入札

に提示した中で当然業者はそれを見積もるわけでご

ざいますけども、そこの違算というのは発見されな

かったのかどうか。ここにも一つ問題があると思う

んです。 

 過去によくあったのは、入札出したけども、入札

前に違算があるという指摘を受けながらも、入札を

させてしまったという経緯もございました。 

 今回の場合には、契約をしてから違算があったと

いうことが発見されたということでございますけど

も、本来、発見される時点以前に、やはりそういう

作業があったのかどうか。あるいは本来ならやって

なければいけなかったことがやってなかったのかど

うか。ちょっと確認します。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） 今回の入札につきまして、

本来設計が正しければ入札したであろう業者のほう

から疑義のほうがございまして、そこで初めて違算

が見つかったということで、申し訳ありませんが、

それまで違算を見つけられなかったということで、

契約の後に違算が発見されたということでございま

す。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） このときの大体の経緯は分か

りましたけども、そうしたやはり検証というのは一

番大事なことであって、それを防御、防ぐためには、

再発防止のためにはやはりその検証をした改善策が

当然求められるとこういうことではないかと思いま

すけども、今回一応この損害賠償額の決定というこ

とでございますので、ちょっと指摘する質問がちょ

っとそこからの延長線上かとは思いますが、今後は

事象の検証が必要である、どのようにした対策を取

ったのかということまでちょっとお聞きして、質問

を終わりたいとそんなふうに思います。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 今回、設計違算が発生した要因として、チェック

機能の不足や、設計者の思い込みによる積算システ

ムの理解不足等が考えられたため、設計書の作成に

ついては工事担当者が積算した設計書を別の職員が

再チェックし、その後、契約検査室で設計審査を行

う方法だけでなく、再発防止策といたしまして、静

岡県の外部機関であるふじのくにづくり支援センタ
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ーに設計書の審査を依頼し、三重のチェックを行っ

ております。また、契約担当課では技術職員を対象

とした積算の講習会や勉強会も行っているところで

ございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 最近、そうした契約後再確認

のための委託をしてるということを聞いております

けども、全ての工事が全てでないと思いますので、

どういう仕分でその委託にまで持っていくか。ある

いは委託まで至らない事業はどの程度なのかという

ことの仕分が当然あると思うんです。そこら辺の説

明はできますか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 水道事業におきましては、全て今委託をしており

ます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 分かりました。委託するのが

いいということでなくて、委託することにはお金も

かかるし、委託したことが全てではない。正しいと

は言い切れませんので、やはり湖西市の行政の業務

として、しっかりとした積算をできるような体制を

やはり取らなくてはならないなとそんなふうに思い

ますので、今後の対応をよろしくお願いしたいと思

います。以上で質問終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で、18番 二橋益良君の

質疑を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開を11時15分と

させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

午前11時00分 休憩 

───────────────── 

午前11時15分 再開 

○議長（加藤弘己） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 ここで、当局より答弁の訂正を求められておりま

すので、許可いたします。環境部長、登壇にて報告

をお願いいたします。 

  〔環境部長 川上惠資登壇〕 

○環境部長（川上惠資） 先ほど、議案第61号の楠

議員への質疑に対しまして答弁いたしました、落札

業者の２番札の業者からは見積りを徴収していたと

いうふうにお答えしてしまいましたが、申し訳あり

ません、３番札の業者ということで訂正させていた

だきます。どうも申し訳ありませんでした。 

○議長（加藤弘己） それでは、議案第63号の質疑

をいたします。 

 11番 吉田建二君の発言を許します。11番 吉田

建二君。 

  〔11番 吉田建二登壇〕 

○11番（吉田建二） 11番 吉田建二です。質疑を

させていただきます。 

 私も皆さんと同じような疑問を持ったわけですけ

ども、市が設計金額の違算を確認したのが、先ほど

のさきの先輩議員の答弁のときには12月19日と言わ

れたですけど、この議案書の中でいくと12月18日に

違算がありますよという申出があって、その後市で

設計金額の確認を行ったところ、違算を確認したと。

そうすると、18日の日に参加業者からそういうよう

な申出があって、翌日に違算を確認したということ

ですか。まずこの点をお伺いしたいなということと、

もう一つのあれは、いわゆる契約解除までにちょう

ど１か月間かかってるわけですけども、何でこんな

に１か月もかかったのかなということに疑問を感じ

ますので、その点についての事情をお伺いいたしま

す。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

  〔環境部長 川上惠資登壇〕 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 設計違算による契約の処理につきまして、契約を

継続すべきか解除すべきかの検討や、顧問弁護士へ

の相談、設計違算がなければ受注することができた

業者への謝罪や原告と契約解除のための事前打合せ

などを行ったことにより、契約解除までの日数を要

しました。 

 先ほどの違算の指摘から違算と判断するまで１日

かかったということですが、契約の担当課、それか

ら担当課である水道課、それぞれで確認を要しまし

て、18日の朝一番で指摘があったわけではないもの

ですから、そういったことで半日、一日、次の日に

正式な判断になったということでございます。以上
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でございます。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） まず日程の確認については、

12月18日にそういうような申出があって、確認をさ

れたのは翌日の19日ということで、これはよろしい

ですね。この文面から行きますと、18日の日に違算

を確認したのかなとこういう具合にも理解をしてる

もんですから、私は先ほどの答弁を伺ってて、ちょ

っとそこのところの疑問を感じたわけですけど、分

かりました。 

 そして、今、違算を確認し、そして契約解除まで

に１か月かかったのは、契約を解除すべきかどうか

ということを弁護士とかそういうとこにも相談をし

ながらやったということですけども、そうしますと、

契約を解除したほうがいいと、こういう具合に判断

されたその理由はどういうことでしょうか。その点

ちょっとお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 設計違算により、本来受注すべき業者が受注する

ことができなかったことから、公正・公平な入札で

はなかったこと。それから、現場がまだ未着手の状

態であったことから、総合的に判断し、契約解除を

選択いたしました。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） ２番目の質問に関連してです

けども、２番目の質問は裁判所から示された和解勧

告の金額について、その内容はどうだったかという

ことですけども、これはさきの同僚議員あるいは先

輩議員の答弁で大方分かりました。既にかかった労

務の関係、そして本来契約すべきであれば受けるで

あろう受益の金額を見込んだその合計金額だという

ことで理解をいたします。 

 そうしますと、ここのところで内容に関しますけ

ども、もしこの契約をそのままやって、内容を、い

わゆる契約変更、こういう具合にちょっとこの数字

が正しいというか、新しい数字に切り替えるので、

そういうことでの契約変更という形を取るようなこ

とは検討の中でされなかったでしょうか。その点に

ついてお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 先ほども契約解除の理由といたしまして申しまし

たが、本来であれば落札できた業者が最低制限価格

以下になってしまったということで、失格になって

いたということで、公正な入札ではなかったという

ことで、解除という形にさせていただきました。た

だ、話の協議の中では、変更契約で部材、材料だけ

で、要は工事終わりというような形の変更契約がで

きませんかということも協議をさせていただきまし

たが、相手業者のほうから、それでは納得できない

ということで断られた経過がございます。以上でご

ざいます。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 契約変更も検討されたけども、

相手の方の同意が得られなかったということですけ

ども、それでは、この和解金の金額について関連し

てお聞きいたします。 

 もし、違算による影響額、金額がこの単価とこの

単価が違ってたというそのいわゆる違算による影響

額と、損害賠償額との差額はどんな具合になるんで

すか。損害賠償額の金額のほうがはるかに大きいよ

うに感じるわけですが、その点はどういう具合に捉

えてこの契約変更でなくて契約解除とかこういうよ

うな方向に持っていったか、そこら辺の判断、考え

方について、お尋ねいたします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 繰り返しになってしまいますが、本来、入札でき

たであろう業者が失格となってしまって、入札でき

なかった、落札できなかったということが、公平な

入札が執行できていなかったという判断をさせてい

ただきまして、金額的には違算は５万円ほどの設計

の減額になりますので、そこの額とはちょっと比べ

られないかなというふうには考えてございます。以

上でございます。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 私は追及するのが意図であり

ませんのであれですけども、公平な入札を確保する

ために、今回は契約解除に至ったということですけ
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ども、違算の金額は非常に少額であると。こういう

ような現実を今聞いて、今回のことをさきの先輩議

員の質問の中にもありましたけども、今後どういう

具合にこれを教訓として持っていくかということが

非常に大事だなということを感じたことを申し上げ

て、私の質疑を終了させていただきます。ありがと

うございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で、11番 吉田建二君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第63号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第63号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第６ 議案第64号 市道

の路線の認定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第64号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第64号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第７ 議案第65号 令和

２年度湖西市一般会計補正予算（第７号）を議題と

いたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに、10番 佐原佳美

さんの発言を許します。10番 佐原佳美さん。 

  〔10番 佐原佳美登壇〕 

○10番（佐原佳美） 議案第65号 令和２年度湖西

市一般会計補正予算（第７号）についてお伺いいた

します。 

 そこの歳入15款２項10目、学校管理運営費、中学

校管理運営費についてです。 

 国庫支出金の学校保健特別対策事業費補助金の概

要、及び参考資料に市内小・中学校の新型コロナウ

イルス感染症対策及び学習保障などに係る事業費と

ありますが、学習保障、民間の保育園等のところに

は学習の質の保障というような記載もありますが、

これはどのような内容を指しているのでしょうか。

お願いいたします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

  〔教育次長 岡本 聡登壇〕 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 国の令和２年度補正予算で創設された補助制度を

活用し、各学校において感染症の中で学校活動を継

続するために必要な物品を計上しました。アルコー

ル消毒液や電子体温計といった保健衛生用品や学習

保障に係る物品が対象となります。 
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 そのうち、学習保障とは感染症拡大の中でも児童

生徒の学びを止めることがないよう、学校や家庭で

の感染症対策や学習支援を図るものであります。家

庭等の連絡体制を強化するためのウェブカメラや、

教室を換気するためのサーキュレーターなどの購入

を予定しているところでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ありがとうございました。 

 今ちょっと聞き漏らしの確認なんですけれど、一

般的な感染症対策というのはアルコールとか電子体

温計で、学習の保障というのは学びを止めることの

ないようにウェブカメラとかサーキュレーターとか

をこれから購入するということと、もう一つ、家庭

との連絡の何かとおっしゃいましたかね。ちょっと

その辺をお願いします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 家庭等の連絡体制を強化するためのウェブカメラ

などでございまして、こちらについては指導のため

に家庭に今までも出向いたりとかそういったことを

していたわけなんですが、家庭を訪問するだけでは

なくて、ウェブカメラを使って、各必要な世帯とカ

メラ画像でやり取りができるような、そんな対応も

今後考えていきたいということで、そういったもの

を計上してるということでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 商品名になってしまいますけ

ども、ズームとかそういうものを導入して家族と連

絡を取り合うということなのか、ウェブカメラとい

うと授業の風景を撮って何か連絡したりするという

ことですか。ちょっと理解不足なのでお願いします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 今議員おっしゃったような、そういったズームで

すとか、そういったものを利用しながら連絡が強化

できればということで考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 分かりました。ではそういう

家庭訪問しなくても連絡が取れる体制を取っていく

ためのウェブカメラという理解をいたしました。あ

りがとうございました。 

 引き続きましてもう１題。歳出の３款１項８目、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための介護施

設が行う施設整備とはどのような整備か、よろしく

お願いします。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 今回の施設整備につきましては、県の地域医療介

護総合確保基金の活用メニューとして新たに発足し

た事業であり、介護施設内においてウイルスが外部

へ漏れるのを防止するために、簡易陰圧装置を設置

するものであります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 簡易陰圧装置というのは、よ

く病室の中で何か減圧すると出ないとか、ドアを開

けたときにというのを、施設の入り口につけるとい

うことですか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） 簡易陰圧装置につき

ましては、今議員おっしゃったとおり、空気が気圧

の高いところから低いところへ流れるという特性を

利用して、一定のエリアから別のエリアへ空気が漏

れるのを防ぐ装置でありますけども、今回の施設整

備につきましては、部屋へそういった陰圧装置を設

置したものに対して補助金のほうを出す形でござい

ます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ありがとうございます。分か

りました。すごいですねというか、こうやって国が

10分の10でやってくれるということはありがたいと

思います。 

 この225万3,000円だと、何部屋分というか、ぐら

いに相当するんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） １部屋分でございま

す。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 分かりました。施設内で発生

した場合には、そのような軽症の方などへのその部

屋への移動で対応していくということかなと推しは
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かれますが、そんな考えで１室ということはそうい

うことでよろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） そのとおりでござい

ます。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ありがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で、10番 佐原佳美さん

の質疑を終わります。 

 続いて５番 福永桂子さんの発言を許します。福

永桂子さん。 

  〔５番 福永桂子登壇〕 

○５番（福永桂子） ５番 福永桂子です。議案第

65号、歳出の５款１項１目を御質問いたします。 

 初めに、中止となった女性定住促進業務について、

委託料等の減額に至るまでにどのような検討がなさ

れたのでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

  〔産業部長 山本信治登壇〕 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 本事業では、大学と連携し、これまで市が実施し

てきた移住・定住や女性活躍推進に関するアンケー

トの分析や、当該分析結果を用いた市内企業や市民

へのヒアリング等のフィールドワークを行い、その

成果を令和３年度予算へ反映させるという目標を設

定しておりました。 

 事業実施に当たり、令和２年３月から、連携候補

となる大学や、フィールドワークの受入れ企業の調

整を進めようとしたところ、新型コロナウイルス感

染症の影響により、学内への立入禁止、企業への訪

問制限等が行われたため、事業を完了させることが

可能な期限ぎりぎりまで再開の時期をうかがってお

りましたが、感染拡大が懸念される状況において、

市民や市内企業、学生を集めることは、時期柄協力

を得られるものではなく、感染のリスクを負わせる

ことはできないと判断をし、本年度の事業を見送る

ことといたしました。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） おおむね理解いたしました。 

 楽しみにしている方々もいらっしゃったかなとも

思いますので、少し工夫は、できなかったとか、工

夫して規模を縮小したりとか、そういうふうにして

開催できないかなとか、情報を集められないかなと

かいうふうなこともお考えの上で、やはり中止とな

ったと理解してよろしいですか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 例えばの例にはなりますけれども、コロナ発生し

た後に、随分オンライン化というようなことが出て

きてるかと思います。問題の糸口、解決糸口を探る

とともに、この事業自体、学生さんを主に対応をお

願いしたいというふうに考えてたところもございま

して、事業に関わった学生の湖西市への愛着の醸成

や就職、移住・定住のきっかけになることも、ある

種期待をしていた部分がございます。ですので、極

力湖西市に実際に訪れていただいて、人や企業、あ

と地域に直接触れ合っていただきたいという思いが

ございますので、オンラインのことに関しましては

そこの部分について断念をさせていただいたという

検討結果でございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） ＳＮＳ上も活用はちょっと見

送ったということで理解いたしました。 

 では２番目の女性定住促進業務を今後復活させる

議論はなされたでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 本事業の目的である、生産年齢人口における男女

比のアンバランスを解消し、移住・定住につなげる

ことは、コロナ禍の状況においても湖西市の持続可

能な発展のためには必要不可欠であるとは考えてお

ります。 

 本年度につきましては、新型コロナウイルス感染

症の影響により中止となりましたけれども、来年度

以降、感染の状況を見極めつつ、ウイズコロナとい

う新しい生活様式下においても実施可能な方法を検

討していくところでございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 必要不可欠ということで、続

いていく事業だと理解しました。 
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 コロナはずっと続いていくと思いますので、永久

に中止になってしまうというのはとても残念なこと

だなと思って心配していたところです。 

 また、コロナの感染状況によっては、この事業が

少なからず内容の変更がされて、続いていくという

ようなことも、少し検討には入れてらっしゃるので

しょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 議員おっしゃいますとおり、この計画を立てた時

点、コロナの前の時点と、今のコロナの状況下では、

やはり感覚的なものが変わってくるかと思いますの

で、そこら辺の状況は踏まえて、どういうことがで

きるのかは考えていきたいとこのように考えており

ます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 安心しました。よろしくお願

いいたします。 

 それでは次の質問に行っていいですか。 

 歳出10款２項１目、10款３項１目について御質問

いたします。 

 小・中学校の児童生徒に対して、１人１台の学習

用タブレット端末整備のための補正予算について、

ハード面・ソフト面を含めた積算根拠、予算執行の

内容について、詳しい説明をお願いいたします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 小学校施設管理運営費の管理用備品費４億3,050

万円及び中学校施設管理運営費の管理用備品費２億

2,013万円につきましては、ＧＩＧＡスクール構想

の実現に伴う児童生徒１人１台端末整備に係る経費

で、学習用コンピューター及び充電保管庫の購入を

予定しております。 

 学習用コンピューターについては、小学校3,082

台、中学校1,567台、教員用として201台を予定して

おり、それぞれ学習用ソフトウエアを導入いたしま

す。学習用ソフトウエアは、児童生徒の画面をロッ

クしたり、画面を比較表示したりするための管理系

ソフト及び教材やドリルなどの教材ソフトを予定し

ております。そのほかにアカウント情報の登録等に

伴う設定費、セキュリティ強化の経費を予定してお

ります。 

 また、充電保管庫については、学習用コンピュー

ターの充電・保管のために整備し、小学校120台、

中学校60台を設置する予定でございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） そうしますと、ソフト面にか

かる経費というのはどれぐらいになりますか。そし

て、充電保管庫に係る経費というのはどれぐらいに

なるんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 今後入札等も控えておりますので、あまり細かい

ことはちょっと申し上げられないんですが、学習用

ソフトウエアについては１億7,000万円程度、それ

から充電保管庫については6,000万円程度というこ

とでしております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） ハード面が整った後、ソフト

面をどう使っていくか、どのようなものを入れてい

くかというのがとても大事になってくると思うんで

すけれども、ソフト面での国の支援はあまりないと

いうことをＧＩＧＡスクールの補助金のほうで私は

聞いているんですけれども、けれども本当は一番大

事な部分ではないかなと、これから学習を進めてい

く上で。ということで、この上っている予算で大ま

か十分、今回は足りるんだというふうに思ってらっ

しゃるということですかね。ちょっとその辺をお聞

きしたい。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 ソフト面につきましては、先生方が大勢の児童生

徒を対象に授業を実施してまいりますので、授業に

混乱を招かないような形のソフトを入れるような形

で、これはそこは十分考えながら進めているという

ことになります。 

 それから、教材用ソフトにつきましても、小学校

１年生から中学校３年生までの教材ドリル等を利用

できるということになっておりますので、これは十

分学習面では充実したものになっていると考えてる
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ところでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 自治体にソフト面を任せて、

運営も任せてあるということで、大丈夫かなと思っ

たんですけども、分かりました。 

 もう一つ、充電保管庫ですけれども、これ6,000

万円という高額な保管庫になるわけですけども、ち

ょっと一般質問でも触れたところですけども、高額

な6,000万円の充電保管庫は、どうしても必要なん

ですか。ちょっとその辺お伺いをしたい。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 一般質問のほうでも御質問いただいたんですが、

まずは学校で使うという、学習用コンピューター、

学校で使うということを原則に考えておりますので、

これについては必需品であるというふうに思ってお

ります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 現場でそれ最善だとお決めに

なるのは教育委員会ですので、それでよろしいかと

思うんですけども、一つ確認させていただきたいの

は、国は持って帰らそうということを前提に推奨し

たり、推し進めているわけですね。では、持って帰

らせるんだということを湖西市が方向転換した場合、

この保管庫は無駄にはならないんだろうかという心

配な点があります。そして、持って帰らせるとなる

と充電の台数だけで済むので大変安価な予算となる

わけですけども、調べたところ、全国でもこの保管

庫を作らないと決めた市町村も多いようなんですね。

充電のものだけを置くという形で。だから本当に近

い将来にこの6,000万円もする保管庫が必要なのか

どうかという、その辺のちょっとことだけもう一度

お聞きしたいです。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 将来的に持ち帰るということも全くないとは思っ

てはおりますけれども、今ちょっとなかなかそこま

で正確なお答えができない状態でございます。 

 学校内で基本的に学習用コンピューター使ってい

ただく中で、当然使わない時間帯等も出てくると思

いますので、そういったときには充電保管庫に入れ

ていただいて、充電を進めておいていただければ、

いざというときにすぐ使えるような形になろうと思

いますので、充電保管庫については取りそろえてお

く必要があると思っておるところでございます。以

上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 理解いたしました。ただ、

6,000万円あれば、故障や紛失した場合の端末の修

理とか、紛失したものにまた使えるのかなという、

ちょっと大きなお金だなと思うので、無駄にならな

いようにお願いしたいなと思います。 

 それでは次、最後の質問に入ります。 

 歳出10款６項６目、湖西歌舞伎定期公演に係る補

助金の減額により、これまで定期公演を目指して準

備されてきた湖西歌舞伎保存会の方の持ち出しや負

担にはなっていないか、お聞きいたします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えいたします。 

 湖西歌舞伎定期公演は、当初６月28日の公演を予

定しておりましたけれども、新型コロナウイルス感

染症による影響が拡大してきたため、本年度の公演

中止を４月初旬に保存会が決定をいたしました。 

 そのため、本年度の公演に向けた練習はしておら

ず、保存会の財政的な負担は発生しておらないとい

う状況でございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 安心しました。 

 これで私の質問は終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で、５番 福永桂子さん

の質疑を終わります。 

 続いて17番 神谷里枝さんの発言を許します。17

番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。議案第65号

について質疑を行います。 

 まず最初に、先ほども同僚議員が質問行いました

が、３款１項８目の補助金203万5,000円の内容です

けども、先ほどの答弁の中で１施設が１つの部屋に、

ちょっとよく聞き取れなかったんですけども、簡易
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な陰圧装置を入れ、10分の10補償ということですけ

ども、これはどういった形で１施設になったのか。

あくまでも国・県等から連絡があって、その団体が

手を挙げて補助金が出てきたのかどうか、その経緯

をお伺いしたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 今回の補助金につきましては、一応施設のほうで

希望を募った形の中で手を挙げていただいたところ

が、たまたまその簡易陰圧装置のほうの購入したい

ということで採択されたということになっておりま

す。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。手挙

げ方式だったということで理解いたします。 

 では、次の質問に移ります。 

 ４款２項１目、日常清掃業務を委託から会計年度

任用職員による直営に切り替え、廃棄物対策費とし

て予算計上するに至った理由をまずはお伺いいたし

ます。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 令和元年度までは、下水道の整備等に伴う一般廃

棄物処理業等の合理化に関する特別措置法、いわゆ

る合特法による代替業務として清掃業務を委託して

まいりました。 

 清掃業務の予算は関係各課で計上しておりますが、

合特法による代替業務であったことから、仕様書の

作成や契約事務などは廃棄物対策課で行っておりま

した。 

 昨年度、合特法に基づく合理化事業計画を定めて

代替業務の見直しを図ったところ、合特法の代替業

務から除外されたため、公募による入札を行いまし

たが、予定価格を下回る業者がいなかったことから、

急遽、会計年度任用職員の募集をかけ、直営にて実

施することといたしました。 

 年度末の短い期間での作業でありましたので、会

計年度任用職員の募集は、清掃業務に関する仕様書

作成等の実務を担当していました廃棄物対策課が引

き続き実施し、人件費の予算につきましては、上半

期は臨時的に総務課で対応し、下半期は廃棄物対策

課の予算として計上することとなりました。以上で

ございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） いきさつは理解いたしました。 

 今の答弁が２番目にも絡むのかもしれませんけど

も、今回、いろいろな課で会計年度で減額補正はさ

れてるんですけども、廃棄物対策のところで668万

6,000円、予算計上されております。その積算根拠

をお伺いします。重複するかもしれませんけど。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 会計年度任用職員合計８名分の人件費を計上して

おります。 

 内訳といたしまして、７時間勤務が日額6,361円

で３名、４時間勤務が日額3,635円で５名、それぞ

れ141日分で算出しております。 

 そのほか、８名に対してそれぞれの通勤手当、16

時間の時間外勤務手当、期末手当を見込んでおりま

す。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） この説明書の19ページのとこ

ろの668万6,000円は８名分の人件費ということで、

これは先ほどの答弁の中ですと、上半期は総務課の

ほうで対応していて、下半期がこちらということで

すので、もう一度期間を、何月何日から何月までと

いうことを明確にお願いします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 先ほども申しましたとおり、臨時的に総務課のほ

うで今は支払いをしていただいてたものですから、

なるべく早く担当課に戻してくれということで、９

月分から３月分までで計上してございます。以上で

ございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ９月分から３月分、この８名

という方は、すみません、大体今どこの建物の清掃

業務に当たっているということはお答え願えますか。

どうでしょうか。もし無理ならいいですが。 
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○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 市役所、健康福祉センター、市民活動センター、

白須賀宿歴史拠点施設、西部地域センター、北部多

目的センター、南部地域構造改善センター、中央図

書館、以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ８人の方ですごいたくさんの

公共施設の清掃業務をやっていただくということで

すけども、合特法でお願いしていたときの状況と、

会計年度任用職員に直営で行うようになっての何か

相違点はございますか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 少しでも金額を減らすということもございまして、

日常、職員が勤務している執務室については職員が

清掃するということで、今回の清掃の範囲からは外

してございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そこの点は分かりました。 

 では、来年度のも予算計上ということのこれから

は、ここの廃棄物対策課で計上されていくようにな

るんでしょうか。いかがですか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 先ほど申し上げた施設の中に、実は廃棄物対策課

が入っている環境センターは入ってございません。

そういったことから、現在、関係各課で調整会議等

を開いておりまして、来年度どういう形で計上して

いくか、今検討中でございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） その件は承知しました。 

○議長（加藤弘己） 質問の途中ですが、ここで昼

の休憩を取りたいと思います。それでは、再開は午

後１時00分としたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

午後０時01分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（加藤弘己） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 17番 神谷里枝さんの発言から始めます。神谷里

枝さん。 

○17番（神谷里枝） では、午前中に引き続きまし

て質疑を継続させていただきます。 

 次は10款２項１目、説明書は31ページです。 

 先ほども同僚議員のほうが質疑を行いまして、管

理用備品費の内訳ということで、タブレットとか保

管庫の台数、そのほかソフトウエア云々ということ

は分かりました。 

 その中で１点、教員用が201台というような御発

言があったかと思いますが、そこを小・中分けてお

伺いできますか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 教員用201台のうち、小学校用が153台、中学校用

が48台でございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。 

 では２問目に入ります。 

 端末をどのように調達していくのかをお伺いした

いと思います。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 学習用コンピューターの整備につきましては、本

年度、静岡県と県内市町等で構成をされます静岡県

ＩＣＴ教育推進協議会が発足をし、共同調達を考え

ていましたが、感染症拡大の影響等から開催が遅れ、

オンラインにより各市町の意見を聴取する形で行わ

れました。そして、結果的に学習用コンピューター

の整備時期が早まったこともあり、共同調達を要望

する市町はありませんでした。 

 本市では、近隣自治体の整備状況を考慮するとと

もに、教育委員会を中心としたＧＩＧＡスクール検

討委員会において、学習用コンピューターの整備時

期、調達方法、学習用コンピューター選定等につい

て協議をいたしました。学習用コンピューターにつ

いては、強度に優れ故障しにくい、操作性、保守コ

スト等を基に総合的に機種を選定し、市単独で購入

による調達といたしました。以上でございます。 
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○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 県としての共同調達は見送ら

れたということの中で、教員の異動等いろいろあっ

たりするんですけども、そういった中で他市町も採

用しているような形のものを湖西市も導入していく

という考え方でよろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをします。 

 近隣自治体とも情報交換会を行いまして、当然な

がら転校等、転入・転出等も近隣であると思います

ので、同様の機種の選定をということで検討した次

第でございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。 

 そういった中でリースとか買取りという、どちら

かがあったかと思うんですけども、湖西市は買取り

に決めたということで、まずそこを確認させてくだ

さい。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えします。 

 本市では、購入という形で進めるということで決

定をしたわけなんですが、一応リースと購入という

形で比較検討させていただいております。リースが

５年間ということで、５年間のリースと５年間備品

購入という形で比較検討したところ、備品購入のほ

うがリースよりも約1,400万円、経費を抑えること

ができるということでございます。 

 そしてもう一点ですが、令和２年度予算につきま

しては、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨

時交付金、こちらのほう９月定例会のほうに補正で

上げてあるんですが、ＧＩＧＡスクール事業の市費

の負担分に充当ができるということで、市の財政的

な負担を考慮する中で、購入とするほうがメリット

が大きいということで、このような形にさせていた

だきました。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 買取りに至った経緯、考え方

が理解できました。 

 それから、個数の答弁もありましたけども、教員

同様、生徒数にも多少の変動が出てくると思うんで

すけども、そういった場合の検討もされた上で今回

購入という方法を取ったと理解してよろしいでしょ

うか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 台数につきましては、実を言いますと少し余裕を

見ているというところでございます。当初、そもそ

も令和元年５月１日を基準日とした台数というんで

しょうか、人数を想定していたところですが、令和

２年になりますと少し児童生徒数も若干減っており

ますので、そこら辺で今後、転入ですとかそういっ

たことがありましても十分対応できるような台数を

考えているところでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

 今回、コロナ対策ということでいろいろ市も支援

策打ってるわけですけども、今回この補正額６億円

というすごく大きな数字なんですけども、こういっ

た中で何とか地元の経済対策もと検討などされたか

どうか。いかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 この補正予算につきまして可決をされますと、今

後入札等で購入を図っていくことになろうと思いま

すが、入札参加資格を満たせば、市内の業者の方も

入札に参加可能でございますので、そんな形で一応

考えてるところでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 理解いたします。ありがとう

ございます。 

 では次の質問で、同じところになってしまいます

けども、小学校の施設管理運営費ということで、参

考資料等見ますと、他校には計上されている備品購

入費が鷲津小学校には計上されていないんですけど

も、その理由をお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 国の令和２年度補正予算で創設されました補助制

度を活用し、各学校において感染症の中で学校活動
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を継続するために必要な物品を計上しております。

予算につきましては、各学校の要望に沿って計上し

ており、鷲津小学校についてはアルコール消毒液や

電子体温計等の消耗品を優先して整備したいとの要

望から、予算計上したものでございます。 

 金額が３万円未満のものは消耗品費、３万円以上

のものは備品購入費で計上しておりまして、各学校

で予定している主なものは消耗品費についてはアル

コール消毒液や電子体温計等、備品購入費について

は加湿器や空気清浄機などになります。以上でござ

います。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） まず、質問の答弁というのは

分かりました。それぞれの学校に投げかけて、その

学校が要望してきたものを予算計上しているという

ことで理解いたします。 

 ごめんなさい、一点。こういった経費というのは、

今後もまだ国からお金が出てきて、消毒液買いたい

よ何とかといったときには継続されていくという判

断でよろしいですか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 国のほうからこれについての追加云々という話が

まだ出てきておりませんけれども、国のほうからこ

ういった感染症対策、それから学びの保障というん

でしょうか、そういったものを追加されるものが出

てきましたら、市のほうでも検討しながら活用のほ

う考えていきたいと考えてます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。 

 では次、10款３項１目、ただいまの小学校の関係

と同じ内容になりますが、こちらはもういいです。

分かりましたので、取り下げます。 

 では、最後の質問に入ります。 

 繰越明許費についてであります。議案書は15ペー

ジになります。 

 こちらのほうが議案書15ページ見ていただきます

と、第４表に繰越明許費として大倉戸茶屋松線の整

備事業を繰り越しますよ。その金額が５億6,564万

9,000円を繰り越したいという案件が上っているわ

けですけども、おおむね当初予算額をそのまま繰越

明許とする理由をお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 今回、繰越明許の設定をさせていただく事業とし

ては、都市計画道路大倉戸茶屋松線の道路整備事業

であります。 

 繰越明許の理由でございますけれども、今年度工

事より発生する残土の処分地選定において、関係機

関との調整に不測の時間を要したこと、及び昨年12

月議会定例会において承認をいただきました繰越工

事の完了予定が10月以降となる見込みでありまして、

この工事に継続して施工することとしております今

年度工事の発注が遅れていることなどから、年度内

の完了するための適正工期を確保することができな

いということで、工事請負費のおおむねを繰り越す

ものでございます。 

 なお、繰越額がおおむね当初予算そのままとなっ

ておりますのは、繰越承認のいわゆる枠取りのため

でありまして、実際には工事発注後、契約していた

だいて、工事の進捗とか、契約すれば前払い金、こ

れは請求されるかされないかがありますけれども、

前払い金とかの支払いもありますので、それによっ

て繰越額は変更してまいります。以上となります。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） まず理由は、残土処分をする

に当たって、残土を置いておく場所というんですか、

そういったところとの調整がなかなか時間を要した

というのが理由の一つ。そしてもう一点が令和２年

12月に繰越した事業３億1,872万4,000円でしたけど

も、それが明繰になっているので、まずはこの事業

が完了してから次のということで繰越しをするとい

うふうに解釈をしましたけども、まずそこまでの解

釈で間違っている点などございましたらお願いしま

す。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） 議員おっしゃるとお

りでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 
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 最後のほうで、当初予算額そのままというのは枠

取りでやっているので、前払い金とか出てくれば、

またこれで明許繰越額が変動していきますよという

内容でした。 

 たまたま、当初予算見ても事業内容がよく分から

なかったもんですから市のホームページからいろい

ろ検索していましたら、令和２年度発注見通しとい

う資料に行き当たりまして、その中の工事というと

ころに、新居茶屋松線の工事が５本載っています。

その中で１本だけが第２四半期に、あくまでもこれ、

入札の予定時期とか工期、あくまでも予定ではあり

ますが、１本は第２四半期、あとの４本は第３四半

期で、第２四半期、第３四半期という中で、工期が

７か月から８か月という予定を立てられているんで

すけども、そうしますとこれ、初めから繰越しする

事業になりますよという解釈に取れるかなと思うん

ですけども、いかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 発注見通しはあくまでも見通しなんですけれども、

この入札時期について、実は４月の公表と７月の公

表とありまして、７月の公表が今議員がおっしゃっ

た第３四半期という変更になっておるもので、大変

申し訳ありません、工期についてちょっと見直しを

せずに、第３四半期の発注になるというのみでこの

公表に出してしまったということでございますので、

発注は第３四半期になっているのが現実でございま

して、この工期につきましては見直しをせずに、必

要な工期をそのまま公表の中で載せさせていただい

てるという状況でございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 本当にここ数十年、数十年と

いうと大げさかもしれないですけども、これだけ大

きなプロジェクトは本当になかなかないと思ってい

ます。浜名湖西岸と大倉戸茶屋松線は、自分の中で

はセットの事業というふうに思い込んでいまして、

こちらのほうが去年も３億円繰越し、今年、要する

に繰越ししますと決算出ないと正確な数字が出てこ

ないので分かりませんけども、今回も５億6,000万

円ぐらい繰り越していくというと、あまり印象的に

もよくないかなというふうに思うんですけども、当

初予算を立てるに当たって、その辺はどうなんでし

ょう、よくよく検討されたというのか、どうしてこ

う明繰、明繰が発生するんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 この事業、総額二十数億円かかる事業、それから

議員も多分御承知のように令和５年７月頃までに浜

名湖西岸土地区画整理事業の予定地に進出する企業

がほぼ決まっていると。供用開始をするということ

で、それを最大の目標に、現在事業を行っておりま

す。 

 大倉戸茶屋松線については、幸いにも年間５億、

６億円の事業費を投入して、３年、４年の中で行っ

ていかなくてはいけないということで、大変大きな

事業費が必要になっております。 

 これまでは平成30年から本格的に事業入っており

ますけれども、やはり用地買収、物件補償を重点に

行わざるを得ない。用地が買えなければ事業は行え

ないということもありまして、まず用地買収と建物

とか物件の補償に注力してきたところでございます。 

 今年度前半で用地、それから物件補償については

ほぼ100％契約できましたので、今後は本格的に工

事に注力していくという形になります。今まではど

うしても用地補償、物件のほうに注力をせざるを得

ない状況でございましたので、やはり用地を買えて、

建物が移転していただいて初めて工事ができるとい

う状況があったということで、どうしても年度後半

の発注にならざるを得ない。ただし、せっかく事業

費を頂いて、国の公金を頂いて事業を行っておりま

すので、これは有効に使っていかなくてはいけない

ということもあって、やむを得ず繰越しをさせてい

ただいておりましたけれども、今年度、用地が全て

買えましたので、これからは工事が本格化するとい

うことで、今後はなるべく繰越しはせずに事業は進

めていきたいと考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。今ま

でが用地物件補償に注力してきて、その努力があっ

て100％契約が完了しました。だから今後、国から



１７６ 

の交付金も有効に活用していきながらやっていくに

は、多分繰越明許という手法を取っていく。今後は

工事に注力していくので、あまりそういった大きな

額といいますか、繰越し、繰越しということにはな

らないだろうというふうに、ただいまの答弁を理解

させていただきます。 

 では、最後の質問です。 

 令和５年７月に、ただいまの答弁にもありました

けども、一部供用開始にこういった繰越し、繰越し

とやってきて、本当に大きな事業で、令和５年７月

供用開始に向けて、問題はないんでしょうか。お伺

いいたします。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 先ほども一部答弁させていただきましたけど、こ

の大倉戸茶屋松線の整備については、平成30年度か

ら本格的に事業をスタートさせていただいておりま

す。現在までのところ、先ほども申しましたように、

用地取得、物件補償については100％済んでおりま

す。 

 これからは、確かに工事に注力するということで

先ほど答弁させていただきましたけれども、今回、

繰越しを承認していただいたら、その後すぐに工事

を発注させていただいて、前年度の工事に引き続い

て工事を実施してまいります。現時点では令和５年

７月頃までに浜名湖西岸土地区画整理事業時に進出

する企業の一部操業開始には影響を与えないという

ことを確認いたしておりますけれども、今後も計画

的に事業は推進してまいります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 今後に影響が出ないように計

画進めていくということでしたけども、そうします

と、先ほどのあくまでも発注見通しということでし

たけども、まず５本あるうちの１本はもう多分入札

執行が行われたんではないかなと思うんですけども、

いずれにしましても第３四半期、10月から12月です

か、その時分にはもう入札をかけて事業進捗を図っ

ていくということでよろしいんですか。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、今後、第３四半期の中で

発注をさせていただきます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。ありがとうご

ざいます。本当にすごく大きな事業ですので、また

相手側の企業さんのこともありますので、事業進捗

をしっかり、当初に計画を立てて、いろいろな事情

があるかと思うんですけども、なるべくでしたら繰

越明許はあまりないほうが、見させていただく側と

すると、いいのかなという感覚を持つんですけども、

その辺もし繰越明許の扱いについて、市長、何かお

考えありますか。なければ結構です。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 繰越明許自体は、もちろん当初予算等々で計画し

ていく行政の予算執行ですので、ないに越したこと

はないですけれども、制度の中で繰越明許は認めら

れていますので、そこはやはり今議員おっしゃると

おり、事情があれば、もちろん事後繰りとかもあり

ますので一概には言えませんけれども、事情によっ

てはこういった形でお認めいただいて、どちらにし

てもこの浜名湖西岸区画整理に限って言えば、お尻

というか、スケジュールは決まってますので、スケ

ジュール内の完了を目指してやっていくことに変わ

りはないというふうに思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。 

 とにかく計画どおりに進捗していただくことをお

願い申し上げまして、私の質問終わります。ありが

とうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で、17番 神谷里枝さん

の質疑を終わります。 

 続いて９番 楠 浩幸君の発言を許します。９番 

楠 浩幸君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。

私も議案第65号で２点ほど通告をさせていただいて

おりますので、まず１点目、２款１項８目です。公

共交通推進費についてお伺いをいたします。 

 内容につきましては、当初予算に追加される推進
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エリアの計画を策定するということで、今回の補正

に至ったということなんですけれども、具体的には

どのような事業なのか、事業内容についてお伺いを

します。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

  〔産業部長 山本信治登壇〕 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 今年度、経済産業省が実施します地域新ＭａａＳ

創出推進事業の先進パイロット地域に本市が採択さ

れたことを受け、国費を活用して市内の企業に協力

いただき、企業シャトルバスに市民が乗車する仕組

みの実証実験を行うことや、アンケートの調査に基

づくＢａａＳ事業の効果検証を行います。 

 ふじのくにフロンティア推進エリア計画策定は、

このＢａａＳ事業の効果検証を踏まえ、事業化に向

けた実施計画を策定するものでございます。なお、

策定に当たっては、静岡県より計画策定費用の２分

の１の補助を受けられることになっております。以

上でございます。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 補正ですので、当初予算にも

ともとこの実施計画の策定は入っていなかったのか

ということをお伺いしたいんですけれども、要は当

初の計画よりももっと進んでいくよというふうに理

解をしていいのか、そこのあたりをお伺いします。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 先ほど説明の中で、経済

産業省の実施するという形のものの採択を受けまし

たというお話をさせていただきました。採択のほう

はされたんですけれども、満額の採択という形では

ございませんでした。その足りない分について、ど

ういうような対応をしようかということの中で、ふ

じのくにフロンティア推進計画のほうの採択のほう

が可能であるということが分かりましたものですか

ら、それについて当初からの計上ではなく、この時

期に計上させていただいて、足りなかった資金の分

の計上のほうしていこうというものでございます。

以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ごめんなさい、私の聞き方が

まずかったんですかね。当初の計画に、当初予算の

段階で、この実施計画の策定というのは計画をされ

ていたのか、なかったのかを伺いたかったです。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） お答えします。 

 国のほうのシステムの中で、この部分についての

計画はございました。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） そうしましたら、当初の予算

が1,000万円計上されてたと思うんですけども、そ

の中でやりくりができていたというふうに考えれば

よかったんですかね。このプラス400万円が入って

くることによって、400万円分プラスの付加価値が

生まれてくるというふうに私は理解したんですけど、

その辺はいかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 もともと国の指定したものにつきましては、公共

交通会議のほうが受託事業のほうの推進を行うとい

うことで推進を進めておりました。そちらのほうに

国のほうの補助金が一応入ってくるということにな

っております。市のほうからも補助金を出してとい

う形になりますが、今回この国のほうのお金をもら

うに当たって組み替えた結果が、このふじのくにの

エリアについては、市のほうが事業を実施しなけれ

ばいけないということになりますので、そこの部分

については公共交通会議のほうから市のほうに事業

の分担を振りかえて、それに合うようなお金として

200万円、またお金をもらう、県のほうからもらっ

てということと、あと公共交通会議のほうからまた

改めて200万円のそのものを戻して、400万円という

金額を捻出をしたという形になっております。以上

です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 事業の大きさとしては、当初

の1,000万円の枠の事業の大きさというふうに理解

をすればよろしいですか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 1,000万円の予定の中で

実施する分をどうやってやるのかということで進め
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ようということの結果でございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 分かりました。事業の大きさ

が分かりました。 

 もう一点の質問に移りたいと思います。 

 もう一点は、３款３項１目、生活保護費でござい

ます。新型コロナウイルス感染症による生活困窮者

の状況と今後の見込みはどうかということなんです

けれども、先日、先輩議員の一般質問におきまして、

新型コロナウイルス感染症による生活困窮者の状況

についてはおおむね伺いをしておりますので、重点

的には今後の見込みについて、お伺いをしたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 おおむねはさきの一般質問の中でお答えさせてい

ただきましたので、その辺ちょっと省略させていた

だいて、今議員の御質問の中で今後の見込みでござ

いますけども、まず相談件数でございますけど、実

際のところ先日の一般質問でも申し上げましたけど、

相談件数はかなり多くなっております。10倍近いと

いう形、昨年と比べて、年間の申請件数の平均と比

べて10倍近い勢いがあったということでお答えさせ

ていただいておりましたけど、いずれの相談や申請

も、実際は６月ぐらいをピークで、少しずつ下がっ

ております。ハローワークが発表している静岡県内

の有効求人倍率、これ令和元年12月でございますけ

ど、これが1.47倍であったんですが、最新で令和２

年７月分では0.90倍とちょっと減少が続いておりま

すので、雇用情勢の改善が進まない場合につきまし

ては、生活困窮状態が解消されないまま、場合によ

っては生活保護の申請者が増加することもあるのか

なということは考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 有効求人倍率が１を切った。

これ日本全国の数字だと思うんです。静岡県西部は

0.7とかというような数字ということも聞いていま

すので、今後また増えるだろうということ。 

 といいますと今後、扶助費のほうが1,339万円の

予算計上なんですけども、これがまた増えるかもし

れない、今後の見込みとして、予測としては。そこ

だけ確認して終わります。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） こちらの扶助費のほ

うは、住宅確保給付金の今後の増えるであろうとい

う見込みで計上させていただいております。これに

つきましては、ちょっとこちらの予測を上回る勢い

で出てますので、少し多めという形で計上させてい

ただいてますので、また今後、生活保護とか増えて

くれば、また違った、さらに生活扶助費の上乗せと

いうのはちょっと考えられるかと思います。以上で

す。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 承知をしました。また状況見

ながら、適宜対応いただきたいと思います。終わり

ます。 

○議長（加藤弘己） 以上で、９番 楠 浩幸君の

質疑を終わります。 

 続いて13番 竹内祐子さんの発言を許します。13

番 竹内祐子さん。 

  〔13番 竹内祐子登壇〕 

○13番（竹内祐子） 同じく議案第65号、通告に従

いまして質問させていただきます。 

 最初に歳出３款２項１目、説明書は17ページです。 

 補正の要因となった各クラブの開催日数と従事者

数をお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 まず補正の要因となった経緯からお話しさせてい

ただきますけれども、放課後児童クラブにつきまし

ては、下校時以降の午後からの対応が通常でござい

ますが、コロナ感染症拡大に伴い、４月・５月の小

学校の臨時休校期間中に、通常午後からの開所に加

え、臨時休校中の登校日、午前中下校となる日もご

ざいましたので、そうした対応等をしたことによる

追加の開所経費が生じました。さらに、臨時休校中

につきましては、できる限り自宅で対応していただ

くことを市からお願いしたことから、放課後児童ク

ラブの利用しなかった日の分につきまして、利用料
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の返金をすることにいたしました。それらによって

生じる経費については、各クラブが委託料から捻出

して対応したこともあり、本年度の放課後児童クラ

ブ事業の委託料が不足する見込みとなり、11のクラ

ブで総額607万2,000円を増額補正する必要が生じた

ものでございます。 

 また、これらの支出に伴い、国・県からそれぞれ

３分の１が補助されるため、国・県それぞれ202万

2,000円の歳入増を計上したものでございます。 

 なお、午前中から対応した等の特別開所日数は、

鷲津小学校元気クラブ６日、白須賀小学校放課後児

童クラブ２日、東小学校放課後元気クラブ２日、岡

崎小学校元気クラブ４日、知波田小学校放課後元気

クラブ４日、新居小学校放課後児童クラブたまゆら

のいえ３日、新居小学校放課後児童クラブたまゆら

のいえ、こちらはのびりん、先ほどのは新居小にな

ります、のびりんですが４日、のびりん元気クラブ

５日、なろっぷ児童クラブ６日、岡崎保育園放課後

児童クラブ赤とんぼ18日、岡崎保育園放課後児童ク

ラブ銀やんま18日でした。 

 従事者につきましては、通常午後からの開所の従

事者がそのまま特別開所においても従事しておりま

す。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） 了解いたしました。 

 では次に行きます。 

 ３款３項１目の同じ説明書のところで、生活困窮

者自立相談支援事業は、何人で行っていて、今回何

人分の委託料を見込んだのか。またその支援員の資

格は必要なのかを伺います。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 自立相談支援業務は、年度当初は主任相談支援員

１名、相談支援員と就労相談支援員の兼務者２名で

実施しておりました。コロナ禍以降の相談件数の増

加に対応するため、相談支援員１名の追加を今回計

上したものでございます。 

 支援員の資格につきましては、主任相談支援員は

一定の実務経験を有するほか、相談支援事業従事者

の養成研修を修了していることが条件となっており

ますが、相談支援員については特別に条件はありま

せん。以上です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） ちょっとごめんなさい、ぼお

っと聞いてたかもしれないけれども、今回１名追加

するのは、相談支援員ということなんですか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） 今回追加は相談支援

員でございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） 結構社会福祉協議会さんのほ

うに委託するときに、一応このような申出をして、

これから社会福祉協議会さんのほうでは相談支援員

さんを確保していくようになると思うんですけれど

も、今社会福祉協議会さんで確保されている方がこ

こへ回ってくるとか、そういうことはないですね。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 今回の相談支援員につきましては、新たにお願い

するという形になります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） そのようにしてください。 

 ２つ目の扶助費の算出根拠をお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 扶助費の算出につきましては、申請件数の増加率

に応じて計上しておりますが、６月議会での補正要

求の段階では、これほどの件数の伸びがちょっと予

想できなかったことから、今回は不足分の補正とな

ります。 

 令和２年４月20日に住居確保給付金の対象者の要

件が緩和されて、５月から７月までの月平均申請件

数が10件に上っていることから、年内５か月は同程

度の新規申請があることを見込み、翌年３か月は半

分の月５件の申請を想定しております。 

 なお、延長申請は申請者の３分の２を、再延長申

請は３分の１を想定しております。いずれも家賃の

単価につきましては、単身世帯の上限額である３万

7,200円を適用して算出のほうさせていただいてお

ります。以上です。 
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○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） この支給期間というのは、た

しか３か月だったと思います。今、部長の説明だと、

再申請が可能であって、またその再々申請とかとい

うふうに、これはどこまででもできるということで

すか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） 申請につきましては、

基本は３か月になりますが、再申請、再々申請で、

最長９か月まで申請のほうができるようになってお

ります。 

 前回の６月補正の時点では、その再申請のことま

ではちょっと算出してなかったんですが、今回の申

請の状況から、ちょっと再申請も多いものですから、

補正の根拠の中では先ほど申したように延長申請、

再延長申請の分をちょっと見込んで算出のほうさせ

ていただきました。以上です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） 分かりました。 

 では次に行きます。 

 ４款１項３目の説明書で19ページです。これはコ

ロナの影響で執行を取りやめたという理由のものな

んですけれども、今後の執行の予定についてお伺い

したいと思います。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 新居斎場進入道路は、令和５年度末に開通を計画

しておりますので、引き続き用地買戻しや工事に係

る費用の予算確保に努めてまいりたいと考えており

ます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） 分かりました。 

 では次に行きます。 

 ８款５項２目のところの27ページです。これも今

後の執行予定について、伺いたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 市営住吉西北住宅につきまして、平成26年度に入

居者が退去してから６年目を迎え、劣化が進んだ状

況となっております。 

 本年度、解体に向けて設計を行う予定でありまし

たが、今般の新型コロナウイルス対策事業費確保の

ため、今回延期することとなっております。 

 ほかの事業との優先度によることとなりますが、

できるだけ早期に解体ができるよう予算確保に努め

てまいります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） 理由は分かりました。 

 では次に行きます。 

 10款７項１目、37ページになります。ここの内容

につきましても、今後の執行予定についてお伺いい

たします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 今回の減額につきましては、新型コロナウイルス

の影響に伴う、スポーツ推進委員への報酬及び湖西

運動公園トイレ改修工事の設計業務に係る委託料の

減額でございます。 

 スポーツ推進委員への報酬の減額につきましては、

令和２年４月から令和２年５月までに中止または縮

小となった事業に対する報酬の減額でありまして、

今後につきましては新型コロナウイルス感染症の感

染状況にもよりますが、令和２年６月以降に実施ま

たは実施する予定である事業に対して執行していく

予定であります。 

 また、湖西運動公園トイレ改修工事設計業務に係

る委託料の減額でありますが、本年度につきまして

は事業見直しにより執行が停止となりましたことか

ら、令和３年度予算において再度予算要求をする予

定でございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） 分かりました。以上で私の質

疑を終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で、13番 竹内祐子さん

の質疑を終わります。 

 続いて２番 加藤治司君の発言を許します。２番 

加藤治司君。 

  〔２番 加藤治司登壇〕 

○２番（加藤治司） 議案第65号、４款２項１目に

関する質問です。 
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 質問は２問ありまして、１問目は先ほど同僚議員

の質問でありまして、清掃委託料の大幅削減2,283

万8,000円は一般廃棄物合特法の代替業務の委託料

の削減ということで、特別な事例ということで理解

しましたので、これは取り消します。 

 ２番目ですけども、庁内とかの清掃は今度自前、

直営になりまして、そうすると、私も会社でそうい

う絡んだような事務局やってたことがあります。清

掃は庁内を清潔に保つということ以外にも、清掃し

ながらいろいろな不具合を点検したり、不具合を補

修する人に頼んだりするということも兼ねていると

思います。 

 お聞きしたいことは、直営の任用職員への清掃を

やってもらってるわけですけども、最初に採用した

ときに、清掃に関するやり方の教育とか、それのた

めの標準作業書、誰がやっても同じようにできるよ

うなことは今実際準備ができて、やられてるかどう

か、それを確認したいと思います。お願いします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

  〔環境部長 川上惠資登壇〕 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 施設ごとに作業基準書を作成しており、基準書に

基づいた清掃を実施しております。なお、作業終了

後は各施設管理担当者に日報を提出しており、清掃

場所及び作業内容のチェック、施設の不具合等を確

認してございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 今の質問に対する回答を聞い

て、作業標準書とか日報を提出されるように指導さ

れてるということで、基本的なことはできているな

ということで安心しました。 

 今後も、やはり清掃業務ということは単純ですか

ら、マンネリ化するとやはりおろそかになるという

か、そういう傾向にあると思いますので、責任感を

もってやってもらうために、やはり作業終了後は先

ほどの日報できちんと書いてもらうとか、そこら辺

を上司が確認して、注意したり、ほめたり、そうい

うことが一番大事なもんですから、やはり現場に行

って指導するということをおろそかにしないように

進めていただきたいと思います。これはお願いです

ので回答は結構です。 

 そういうことで、我々来たときも、今新しくなっ

た方がやられてますけども、そういうのが誰がやっ

ても同じようにできるように、ひとつ指導をお願い

したいと思います。以上です。 

○議長（加藤弘己） 以上で、２番 加藤治司君の

質疑を終わります。 

 続いて18番 二橋益良君の発言を許します。18番 

二橋益良君。 

  〔18番 二橋益良登壇〕 

○18番（二橋益良） 18番 二橋益良。議案第65号

について、補正の質疑をさせていただきます。 

 10款２項１目とそれから10款３項１目です。この

タブレットは、先ほどからそれぞれ質疑が出ておる

わけでございますけども、大体内容は分かりました。

あと、この環境整備については、やはり端末だけで

なくて、それをルーターで集約しながら接続してい

くということになると思うんですけども、そちらの

ほうの整備も一応聞いたんですけども、大体先ほど

の説明で分かりました。いずれにいたしましても、

このＩＴ機器というのはどうしてもいろいろなもの

がついて回るものでございまして、コストもかかる

とこういうことでないかなと思います。 

 あと、ちょっと心配なるのはランニングコスト、

これとその周辺機器のこれからの整備等々が、今回

だけではなく将来的にかかってくると思いますけれ

ども、そこら辺、まずランニングコストについてち

ょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

  〔教育次長 岡本 聡登壇〕 

○教育次長（岡本 聡） お答えいたします。 

 ランニングコストにつきましては、一般質問の中

でも答弁させていただいたんですが、毎年インター

ネットの回線ですとか、あと保守料、それからＩＣ

Ｔ支援員さん等の委託料ですとか、そういったもの

を含めて毎年4,000万円程度かかっていくものだと

いうふうに考えているところでございます。以上で

す。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 一般質問の中で議案について
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精査をしたということでございますけど、これはこ

れで議会のほうの運営方法についてまた今後考えな

くてはいかんなと思ってますけども、いずれにいた

しましても、毎年こうした費用がかかると。 

 それから２番のほうの質問に移りたいと思います

けども、いずれにしろこのＩＴ機器というのは、や

はり次から次へ更新が迫ってくるということで、一

番心配されるのは、今回国庫補助で設備は整えたけ

ども、次回どうするだといったときに、これだけの

高額な投資ができるかどうかというのも心配になっ

てくると思います。 

 今、小・中学校の児童の生徒数の推移を見ますと、

若干ではありますが、減ってくるということではな

いかなと思います。しかしながら、この機器につい

てはやはり１人１台という前提がございますので、

漏れのないように今後進めていくということである

と思いますけども、次回のこの端末の更新等々につ

いては、今議論されてるのかどうかちょっとお聞き

します。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えいたします。 

 学習用コンピューターは５年間の使用を考えてお

りまして、更新は令和７年度を予定しております。

令和２年７月31日現在の児童生徒数は4,581人で、

住民基本台帳から推計をいたしますと、５年後の令

和７年度は約4,100人で、約500人の減少となります。 

 児童生徒数が減少いたしましても、学習用コンピ

ューターの整備には今回と同様に大きな経費が伴い

ます。今回の整備については国からの補助金もあり、

市の負担は軽減されておりますが、次の更新につい

ては、今のところ国からの財政支援は決まっており

ません。国は今後の財政支援については総務省や地

方自治体と協議しながら検討を進めていきたいとし

ており、本市においても他自治体と連携し、財政支

援を要望しながら、更新の対応方法を検討してまい

りたいと考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 分かりました。 

 今後の対応が非常に厳しいというのは重々分かっ

てるわけでございますけど、今せっかく生徒数聞き

ましたので、今回整備される数は、例えば１人１台

ということになりますと、この4,581人の対象には

なると思いますけども、予備とかそういうものも含

めての数を言ってください。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えいたします。 

 予備については、今のところ小学校においては50

台程度、それから中学校においては20台程度の予備

を今のところ含んでいるということでございます。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 分かりました。 

 児童生徒の台数については以上であるかなと思い

ますけども、教師、教員の台数については、先ほど

何か200台ということだったんですけど、この200台

というのはどういう対象にしてますか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 この201台につきましては、基本的に教室で使っ

ていただくという学習用コンピューターになります

ので、教室数に多少プラスアルファをした数字にな

っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 分かりました。 

 しかし、教員に対しては今現在パソコン対応して

るわけでございますけども、それについての新たに

購入しなくてもそういうものでは対応できないのか

な、どうなんですか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えします。 

 先生方のパソコンにつきましては、今回これ含ん

でおらないわけで、今の物を使っていただきながら、

こちらはリース等で進めているものですので、それ

は通常どおりの５年、それからもう１年、２年、通

常７年ぐらいのリースのほうで対応を引き続き進め

てまいりたいと考えてます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 最後になりますけど、セキュ

リティというか、管理でございますね。一番問題な

のは、台数のしっかりしたパソコン１台１台の管理
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を十分にしないと、多分小学生の利用頻度だとそん

なに内容的には情報漏れとかそんなのないと思うん

ですけども、よくあるのは、管理上やはり台数が欠

品したりするようなことがあったり、あるいは盗難、

これが一番怖いわけでございますけども、こういう

面でのセキュリティはどうなんですか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えいたします。 

 まだまだそれについては、課題も当然出てこよう

かなと思っておりますけれども、まずは先生方に児

童生徒に対してこのような扱いをするということを

教育、指導していただきながら扱いをしていきたい

というふうに思っておりまして、盗難対策につきま

しては、後ほどまた御質問あるんですが、充電保管

庫というところで施錠しながら、それから教室全て

は施錠管理しながら進めていくということで今のと

ころはその対応を考えているところでございます。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） いずれにいたしましても、提

出した質問に対しては一応終了させていただくわけ

でございますけども、そうしたいろいろな管理とか、

最近でもそうなんですけども、どこかの任意的な端

末とかそういうのでいろいろな事件が起きてるんで

ございますけども、そういうものの対策がやはりセ

キュリティとして今後考えていかなくてはならない

んではないかなと思いますので、管理するほうの先

生あるいは教員の皆さん方には大変大きなお仕事も

一つ重なったなとちょっと心配してるわけでござい

ますけども、もしできれば、行政でそういうものを

専門にしたやはり部門が今後この小・中学校に対し

ては必要かなと思いますので、今後そのセキュリテ

ィに関しましては、ぜひ行政として考えていかなけ

ればならないなと思ってます。以上で質問を終わり

ます。 

○議長（加藤弘己） 以上で、18番 二橋益良君の

質疑を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開を14時15分と

させていただきます。よろしくお願いします。 

午後２時02分 休憩 

───────────────── 

午後２時15分 再開 

○議長（加藤弘己） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 それでは11番 吉田建二君の発言を許します。11

番 吉田建二君。 

  〔11番 吉田建二登壇〕 

○11番（吉田建二） 11番 吉田建二です。 

 最初に、歳入15款、国庫支出金、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金の算出について

の説明を伺います。金額が２億9,000万円余という

大変大きな額でありますけども、どのように算出さ

れているのか、その点についての説明をお願いいた

します。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

  〔企画部長 鈴木 徹登壇〕 

○企画部長（鈴木 徹） お答えいたします。 

 御質問の交付金につきましては、本年６月24日に

一部改正されました新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金制度要綱に基づき、国で積算さ

れ交付されております。 

 国からの具体的な積算内容についての通知は受け

ておりませんが、要綱では２種類の算式により求め

られた金額の合計額となっております。１つ目が、

家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応分と

なっており、基準単価を2,400円として、人口、事

業所数を基礎に、感染状況等に基づき積算されるも

の。２つ目が、新しい生活様式を踏まえた地域経済

の活性化等への対応分となっており、基準単価を

7,200円として、人口、年少者、高齢者の比率、財

政力等に基づき積算されるもので、交付額は、この

２つの基準により積算された金額の合計額となって

おります。 

 １つ目の積算により求められた金額が１億3,386

万3,000円、２つ目の積算により求められた金額が

１億5,634万9,000円となっており、その合計額が今

回の交付額の２億9,021万2,000円となっております。

以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 交付の内容が国の積算要綱に
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基づいて、人口だとか事業所数、また人口の年少者

とか高齢者の人口割合とか財政力指数もろもろの計

算で算出されてることが理解できました。 

 それでは、この交付金をコロナウイルス対策の感

染予防にも使っていくわけですけども、今後の交付

の活用の計画だとか、あるいはそれについて、こう

いう具合に実績がありますよというその実績の報告、

実績をまとめるとか、実績の報告はどういうことに

なるでしょうか。もらいっ放しでいいのか、それと

もこういうような報告があるのか、そこら辺の今後

についての対応をお願いをいたします。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

○企画部長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 今回の交付金につきましては、小・中学校のＧＩ

ＧＡスクール構想における生徒１人１台端末整備の

事業に活用したいと考えております。 

 端末整備に係る費用の総額から、公立学校情報機

器整備費補助金を差し引いた残額が、おおむね５億

円程度となりますので、この部分に全額充当したい

と考えております。 

 なお、実績報告につきましても、同様の報告とす

る予定でございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） よく理解できました。 

 それでは次の項目お願いします。 

 次は歳出４款衛生費でございます。用地買収費を

先送りして、事業の遅れが懸念されるがどうかとい

うことですけども、これについては新居斎場の進入

道路の土地購入費をコロナウイルス対策の関係で今

度事業の見直しで見送るよと、こういうことであり

ますけども、そのことによって事業の進捗状況がど

うかということでございます。 

 先ほどのさきの同僚議員の質問の中での答弁で、

令和５年度には開始するようにやっていきたい。今

後予算措置をしていくということでありますけども、

ここら辺については懸念はないということであるな

らば、なぜコロナウイルス対策に基づいて今回事業

の見直しでこれを取りやめなければならなくなった

か、そこら辺の理由についてもお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えします。 

 今回、このようなコロナ禍という中で、４月の時

点で、まず財政課において、いろいろな事業をちょ

っと洗い出しをさせていただきました。その基準と

なるものが、まず今年度事業を、予算的にはついて

るんですけど、遅らせた場合に、支障となる事業に

ついては、当然今年度執行していかなくてはいけな

いという考えの下、いわゆる、決して不必要という

意味ではないんですけど、今年度少し遅らせてでも

まだその事業がやっていくことができるというもの

を見直しをかけさせていただきました。 

 具体的に言いますと、国や県の補助金がついてい

るものにつきましては、これ、言い方はあれなんで

すけど、ひもつきということで、やらなければ来年

度以降も支障が出るということで、これは対象外と

させていただいております。それともう一つ、今の

逆なんですけど、単費、市の予算であるなら、まだ

いろいろな面で賄うことができるんではないかなと

いうこと。それと、遅らせても市民の方に直接すぐ

に迷惑にならないというようなものを洗い出しさせ

ていただき、担当部・課と調整を行い、そして市長

決裁も受けた中で、今回こういう形で補正を上げさ

せていただいております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 検討された中に、遅らせても

影響力が少ないものとそうでないもの、いわゆる緊

急性の高いものか低いものかと、そういうような選

択をされたということですけども、今回のこの用地

買収費については、予算額の９割は起債、そして１

割が一般財源、そうすると、財源をある程度確保す

るために今回は見直して翌年度以降に持っていこう

と考えたのか、いろいろな手間や何かが大変だから、

その手間をある程度コロナウイルス対策とかそっち

ほうへ持っていくためにやったのか。なぜそこのと

ころでこれだけの小額の一般財源の事業で、事業も

公社のほうで既に用地が買収してあって、それを市

のほうに名義を変えるだけと、こういうような非常

に事務量もそんなに多くないような事務の中におい

て、なぜここで事業を見送らなければならないのか
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という、そこら辺が非常に不可解だと思うんですか

ら、私質問させていただいたわけですけども、その

コロナ対策の影響ということで延期をするというこ

とですけど、コロナ対策とどういうような関係とい

うことに判断されて、これを見送ったのか、そこら

辺について、いま一度お尋ねいたします。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えします。 

 今議員が言われたように、単費的には、金額的に

は少ないというのは、市債、起債を当てにしている

と。この起債に関しましても、やはり後々響く金額

でございます。４月のこのコロナ、非常になった時

点におきましては、今後どれだけ必要になってくる

か、まだ不明確な点がありました。また、今事業に

おいても起債に頼る部分、また、コロナによって起

債を充てなくてはいけなくなるような事業も出てこ

ようかという判断の下にまず判断をさせていただい

たということ。これを続けて執行していくに当たり

まして、当然来年度以降にもすぐ続いてしまうとい

う、来年度以降に今度工事が入ってきますので、そ

の額が非常に大きいということがございまして、今

回、今年に関しては見送らさせていただいたという

のが考えであります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） いろいろな視点から検討され

たということで今答弁いただきましたので、了解を

いたします。 

 次に３点目の質疑をお願いいたします。 

 歳出10款教育費、これについてもタブレットの整

備云々というところでさきに同僚議員、先輩議員か

らそれぞれ質問があるもんですから、私のほうとし

ては違う観点で質問させていただきます。 

 いわゆる今度学校の教室に設置が計画されてる充

電保管庫、これについての大きさだとか機能、そし

てその形態、そんなものが分かれば教えていただき

たい。なぜこれを質問するかというと、教室にそれ

を設置するだけのスペースがあるのか、また教室で

のいろいろな授業とか何やかやにある程度支障が出

てこないか。そういうようなことから、どういう具

合に検討されているのか。そういうような概要につ

いての説明をお願いできればと思います。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えいたします。 

 充電保管庫につきましては、44台の学習用コンピ

ューターの収納が１台で可能でございまして、内部

には複数のコンセント差し込み口がございまして、

そこに充電器をつなげていただいて、リレー方式で

充電を行うというものでございます。 

 保管庫自体はスチール製で、大きさは幅１メート

ル、奥行き65センチメートル、高さ１メートル程度

でございまして、これを各教室に設置をする予定で

ございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 今答弁いただきまして、意外

に小さいんだなとこう思うわけですけども、この中

にタブレットが四十数台収納できて、そしていろい

ろな機能のものが収まるということで、現物という

ですか、そういうものの大きさとかそういうものは

確認されて、これで大丈夫だというように担当のほ

うでは認識されてるでしょうか。その点についてお

伺いをいたします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えいたします。 

 この充電保管庫につきましては、既製品がござい

まして、それを関係する業者さん等からお話を聞く

中で、十分これ対応できるものですというような確

認も取っておりますので、そんなことでございます。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 確認されてるということです

けども、あと、使ってみたらちょっと小さいし、も

う少し大きなゆとりのあるものをやるほうが、いろ

いろな使い勝手がよかったとか、そういうことがな

いように、十分導入の前にはほかのものと比較検討

されてやっていただきたいなという、そんな思いが

あるということをちょっと申し上げておきます。 

 それでは２番目になりますけども、タブレットの

端末あるいは充電保管庫ということを今回整備され

ますけども、そのほかにはどのようなことを予定さ

れているのか、予定されていることがあれば説明を
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お願いいたします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えいたします。 

 本年度は、学習用コンピューター及び充電保管庫

を令和３年３月までに整備をする予定でございまし

て、補正予算ではこれ以外に小・中学校全校を対象

とした整備の予定はありません。 

 ただし、当初予算の中で、定期的な学校ＩＣＴ機

器の更新を計画的に毎年度小・中学校１校ずつ実施

をしておりまして、令和２年度においては鷲津小学

校及び鷲津中学校を対象に、プロジェクターやプリ

ンター等の更新を予定しているところでございます。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 私が申し上げた意図というで

すか、思いは、こういうようなタブレットとか充電

器等を整備し、そしてそれを活用して教育活動を推

進してほしいと、この思いがあるわけですけども、

いわゆるハード面は３月までにできます。ではそれ

を指導して、どう指導を展開していくか。指導計画

だとか指導要領だとか、その指導体制の準備はどん

な具合になっていくのかな。そういう点もあるだっ

たならば、そのほかにどんなことを予定してるのか

というその説明をいただきたかったわけですけども、

そういうソフト面についての準備とか考え方があっ

たら、これに付随にしてちょっと説明をいただきた

いと思います。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えいたします。 

 今のところ、研修ですとかそのあたりは、細かな

ところはまだ決まっておらないわけなんですが、こ

の予算を可決していただきました後に、半年ほど時

間がございますので、その中で学校とも相談しなが

ら、どういう形で進めるのが望ましいかというとこ

ろを打合せをしながら進めていきたいと考えてると

ころでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 了解いたしました。 

 大変貴重な備品を導入するもんですから、いかに

それを活用して、効果を上げていただくかというこ

とを期待をいたしまして、質疑を終わります。あり

がとうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で、11番 吉田建二君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第65号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第65号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第８ 議案第66号 令和

２年度湖西市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第66号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） 挙手全員であります。したが

って議案第66号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第９ 議案第67号 令和

２年度湖西市介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第67号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第67号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第10 議案第68号 令和

２年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第68号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第68号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第11 議案第69号 令和

２年度湖西市水道事業会計補正予算（第２号）を議

題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第69号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第69号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 
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○議長（加藤弘己） 日程第12 議案第70号 令和

２年度湖西市病院事業会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第70号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第70号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第13 議案第72号 令和

元年度湖西市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 本件は総務経済委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第14 議案第73号 令和

元年度湖西市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 本件は福祉教育委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第15 議案第74号 令和

元年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 本件は総務経済委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第16 議案第75号 令和

元年度湖西市公共下水道事業会計決算認定について

を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 本件は建設環境委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第17 議案第76号 令和

元年度湖西市水道事業会計剰余金の処分及び決算の

認定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 本件は建設環境委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第18 議案第77号 令和

元年度湖西市病院事業会計決算認定についてを議題

といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 本件は福祉教育委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 以上で本日の日程は終了いた

しました。 
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 ここで、本日委員会に付託いたしました議案を事

務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（加藤弘己） それでは、本日はこれにて散

会いたします。お疲れさまでございました。 

午後２時43分 散会 

───────────────── 

 

 

 


